
長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令

和３年法律第８１号）第５条の規定に基づき、医療的ケア児及びその家族に

対する支援として、訪問看護ステーション等が在宅の医療的ケア児へ一定時

間の医療的ケア及び療養上の介助を行うことで、医療的ケア児の健康を保持

し、家族の休息時間の確保や介護負担の軽減、きょうだい児と過ごす時間の

創出を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条　この要綱において「医療的ケア」及び「医療的ケア児」とは、医療的

ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第２条第１項及び第２項の定

めるところによる。 

２　この要綱において、「家族」とは、医療的ケア児の保護者（親権を行う者、

未成年後見人その他の者で、医療的ケア児を現に監護するものをいう。）で、

現に当該医療的ケア児の看護及び介護を行っていると市長が認めた者をいう。 

３　この要綱において「利用児童」とは、市長が事業の利用を決定した医療的

ケア児をいう。 

（対象者） 

第３条　この事業を利用できる者は、次に定める要件の全てに該当する医療的

ケア児及びその家族とする。 

⑴　長久手市内に住所を有すること。 

⑵　０歳から１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にあること。 

⑶　在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること。 

⑷　医師の訪問看護指示書（保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和３

２年厚生省令第１５号）第１９条の４第１項の規定に基づく訪問看護指示

書）による医療的ケアを必要としていること。 

⑸　健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８８条第１項に規定する指定

訪問看護事業者（以下「訪問看護ステーション等」という。）から医療的ケ

アを受けていること。 



（事業内容） 

第４条　この事業は、長久手市と委託契約を締結した訪問看護ステーション等

が自宅に滞在し、訪問看護サービス（以下「サービス」という。）を提供する

ものとする。 

　（事業者の要件） 

第５条　この事業の実施において、訪問看護ステーション等が満たすべき要件

は次の各号のとおりとする。 

⑴　利用児童に対する看護又は指導について、十分な知識を有すること。 

⑵　賠償責任保険への加入等、事業者の責による損害に対し適切に保証がで

きる体制があること。 

（利用時間） 

第６条　利用時間は、訪問看護ステーション等が在宅の利用児童を対象に家族

に代わって行う訪問看護で、健康保険法の適用対象となる訪問看護のうち、

健康保険法その他の助成制度の適用対象となる訪問看護時間を控除した時間

とする。 

２　利用児童一人あたり年度（４月１日から翌年３月３１日まで）内において、

１８時間を利用限度とする。 

３　１日に１回を利用限度とする。なお、１回当たりの利用時間は１時間以上

とし、以降３０分単位（３０分未満切捨）とする。 

（費用の負担） 

第７条　対象者がこの事業を利用するにあたっては、費用の負担はないものと

する。ただし、訪問看護費の他に発生するキャンセル料、交通費等について

は、対象者と訪問看護ステーション等との定めによるものとし、この要綱の

定めによらないものとする。 

（利用の申請） 

第８条　この事業を利用しようとする家族は、「長久手市医療的ケア児在宅レス

パイト事業利用（変更）申請書」（第１号様式）に主治医の訪問看護指示書の

写しを添えて、市長に申請するものとする。 

（利用の決定） 



第９条　市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに利用の

要否を決定し、その結果について、申請者に対し「長久手市医療的ケア児在

宅レスパイト事業利用（決定・変更）通知書」（第２号様式）により通知する

とともに、合わせて当該通知書に記載された訪問看護ステ－ション等にその

写しを交付するものとする。なお、不承認の場合には、「長久手市医療的ケア

児在宅レスパイト事業利用不承認通知書」（第３号様式）により申請者に通知

するものとする。 

２　市長は、事業の利用を決定したときは、申請者に「長久手市医療的ケア児

在宅レスパイト事業管理表」（第４号様式）を交付する。 

３　有効期間は、利用決定日から利用の決定日以後の最初の３月３１日までと

する。 

（利用の決定の更新） 

第１０条　前条第３項の有効期間の終了後も、引き続き利用の継続を希望する

場合は、改めて第８条に定める申請を行わなければならない。 

（変更の届出等） 

第１１条　利用児童の氏名、住所等に変更が生じた場合並びに主治医の訪問看

護指示書に変更が生じた場合は、家族は「長久手市医療的ケア児在宅レスパ

イト事業利用資格変更届」（第５号様式）に変更事項を証する書類の写しを添

付して、市長に提出するものとする。 

２　市長は、利用児童の氏名、住所等の変更に係る前項の届出を受理したとき

は、速やかに「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用資格変更情報

提供書」（第６号様式）を、「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用

（決定・変更）通知書」（第２号様式）に記載のある訪問看護ステーション等

に交付するものとする。 

（利用決定通知書の再交付） 

第１２条　「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用（決定・変更）通

知書」（第２号様式）を破損し、又は紛失した場合、申請者は「長久手市医療

的ケア児在宅レスパイト事業再交付申請書」（第７号様式）を、市長に提出し、

再交付を受けるものとする。 

（利用の取消し） 



第１３条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、「長久手市

医療的ケア児在宅レスパイト事業中止（取消）決定通知書」（第８号様式）に

より、利用を中止し、又は決定を取り消すことができる。 

⑴　第３条に規定する対象者の要件を欠いたとき。 

⑵　虚偽又は不正な手段により、利用の決定を受けたとき。 

⑶　その他市長が利用を中止し、又は決定を取り消す必要があると認めたと

き。 

（訪問看護ステーション等の変更等） 

第１４条　「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用（決定・変更）通

知書」（第２号様式）に記載された訪問看護ステーション等又は医療的ケアの

内容を変更又は追加等する場合の手続については、第８条及び第９条の規定

を準用する。 

（費用） 

第１５条　訪問看護ステーション等が長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事

業を実施するために要する費用は、市が支弁するものとし、支弁の対象とな

る基準額及び算定方法は別表に定める。 

（報告） 

第１６条　訪問看護ステーション等の長は、毎月１０日までに前月分の事業の

実施に係る利用児童別の「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業サービ

ス提供記録票」（第９号様式）及び「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事

業実績報告書」（第１０号様式）を市長に提出するものとする。 

２　訪問看護ステーション等はサービス提供ごとに、利用児童の家族が自宅で

管理している「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業管理表」（第４号様

式）に記録及び署名をし、利用時間を確認するものとする。 

（費用の請求） 

第１７条　訪問看護ステーション等の長は、この事業に要する費用について、

「長久手市医療的ケア児在宅レスパイト事業請求書」（第１１号様式）により

市長に請求するものとする。 

２　市長は前項の請求があったときは、内容を審査し、適正と判断される場合

は、請求があった日から３０日以内に委託料を支払うものとする。 



（訪問看護ステーション等の遵守事項） 

第１８条　訪問看護ステーション等は、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

⑴　訪問看護ステーション等は、この事業の実施に際して作成した帳票類を、

サービスを提供した翌年度から 5年間保存しなければならない。保存に際

しては、所定の保管場所に格納し、滅失、既存、盗難等の防止に十分留意

するものとする。保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断又は溶

解処理を確実に実施しなければならない。 

⑵　サービス提供の際、事故等が発生した場合は、利用児童の家族等及び市

長に遅滞なく報告及び連絡するとともに、必要な措置を講じること。 

⑶　業務上知り得た医療的ケア児及びその家族等の個人情報の保護に十分留

意すること。 

（雑則） 

第１９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附　則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第１５条関係） 
 別表支払対象経費 支払額

 訪問看護ステーション等が

在宅の医療的ケア児を訪問

して行う看護（健康保険法

の適用対象となる訪問看護

のうち、健康保険法その他

の助成制度の適用対象とな

る訪問看護の時間を除く。）

に係る費用

次の算式により算定した額とする。 

支払額＝Ａ×９，９００円（１時間当たり単価） 

※３０分当たり単価：４,９５０円 

この算式に掲げる記号の意義は、次に定めると

おりとする。 

Ａ：訪問看護ステーション等が在宅の利用児童

を対象に家族に代わって行う訪問看護で、健康

保険法の適用対象となる訪問看護のうち、健康

保険法その他の助成制度の適用対象となる訪問

看護の時間を控除した数。 



※単価には消費税及び地方消費税を含む。

 ※対象者１人につき、１年度当たり１８時間を

上限とする。 

※１日に１回を利用限度とする。なお、１回当た

りの利用時間は１時間以上とし、以降３０分

単位（３０分未満切捨）とする。


